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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、すべてのステークホルダーの方々に満足いただけるよう「よき企業市民として社会との調和ある成長を目指す」ことを基本理念の第一に
掲げております。そのためには、経営の効率性と公平性・透明性の維持・向上が重要と考え、コーポレートガバナンスの充実をはかってまいりま
す。具体的には、１．株主の権利・平等性の確保、２．株主以外のステークホルダーとの適切な協働、３．適切な情報開示と透明性の確保、４．取
締役会の役割・責務の適切な遂行、５．株主との建設的な対話、を進めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　本欄に記載すべき事項はありません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

・政策保有に関する方針

　当社は、中長期的な企業価値の向上を図るため、必要と認める会社の株式を保有し、円滑な事業活動に不可欠な協力関係を維持しておりま
す。

　毎年、政策保有株式については、保有の目的、事業環境の変化、その他考慮すべき事情等を総合的に勘案した上で、取締役会で保有の適否を
確認し、保有意義が薄れた株式については売却を進める等、縮減に努めております。見直しの結果、2018年度に一部保有株式を売却いたしまし
た。

・議決権行使の基準

　当社は、当該企業の持続的な企業価値向上や当社との協力関係の維持・発展を図る等との観点から、議決権行使基準を作成し、その基準に
従って議決権を行使しております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社が当社の役員と取引を行う場合は、利益相反取引として取締役会での事前承認及び実績報告をすることにより取引の監視を行っておりま
す。

　また、当社が行う主要株主等との取引は、一般的な取引と同様、所定の決裁規定に基づき承認することとしており、その内容は有価証券報告書
において開示しております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金の運用の健全化やチェック機能を働かせるため、経理・財務経験者を派遣しています。また、定期的に資産運用委員会を開催
することで、運用内容の透明化を図り、運用実績・リスクを第三者機関に分析依頼をし、資産の保全と、運用効率の最大化に努めております。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社は、創始者である豊田佐吉の考えをまとめた「豊田綱領」やそれに基づき制定された「基本理念」を踏まえて、我々の目指す企業像を示す
「ビジョン」を2012年に策定いたしました。

　さらに、ビジョンに基づき将来のありたい姿を定め、その実現に向けたロードマップとして「中期経営実行計画」を、また2020年度までの新たな目
標値として「2020年経営計画」を策定しております。加えて、2030年よりも少し前の2025年に目指す姿を示しております。なお、「ビジョン」「中期経営
実行計画」「2020年経営計画」などの内容は当社ホームページで公表しております。

　(https://www.toyota-boshoku.com/jp/company/vision/)

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書１－１．基本的な考え方に記載しております。

（３）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　（基本的な考え方）

　　　取締役（社外取締役を除く）及び執行役員等の報酬制度は、役割と職責に照らし、合理的かつ体系的な仕組みとし、会社業績との連動性

　　の高い報酬体系としております。

　　　報酬は月額報酬（固定給）と賞与（業績連動給）で構成し、特に賞与は各期の連結営業利益をベースとし、中長期の企業価値（社会的価値・

　　経済的価値）向上度、配当、従業員の賞与水準、他社動向及び過去の支給実績などを総合的に勘案しております。

　　　社外取締役、常勤監査役及び社外監査役は独立した立場で経営の監督・監視機能を担う役割のため、賞与の支給はありません。

　　　なお、当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は、2012年６月14日であり、取締役の報酬限度額は月額50百万円以内、監査役

　　の報酬限度額は月額８百万円以内と定めており、各役員の報酬はこの総額の範囲内で決定しております。

　　　役員の報酬等については、社外役員が過半数を占める経営諮問会議で審議し、その結果を踏まえて取締役会に提案し、決議しております。

　　　2019年３月期の役員の報酬等の額の決定過程において、2019年３月29日に経営諮問会議を実施しております。

　　（当社の役員報酬体系）



　　1）月額報酬

　　　取締役及び執行役員としての役割と職責に見合った職位間格差に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給しております。

　　　その設定方法は、基準となる役員の報酬額から、職責に応じて一定額の比率を乗じて合理的に月額報酬を決定しております。

　　　なお、社外取締役及び監査役については、昇給枠のある基本報酬ではなく、それぞれの役割に応じて金額を設定した月額固定報酬額を支

　　給しております。

　　2）賞与

　　　賞与に係る指標は、連結営業利益と中期の企業価値向上度の成果としており、その達成度を総合的に勘案しております。この指標による賞

　　与が報酬に占める比率は基準値で約35％以上となります。

　　　賞与の評価は、全社一律の年度業績と個人別の年度方針達成度を反映させており、また、中長期の企業価値（社会的価値・経済的価値）向

　　上度も賞与支給の評価に取り入れております。

　　　その設定方法は、会社業績を反映する指標として、連結営業利益額を用い、全社一律で金額設定し、また個人別には方針達成度に従い、

　　査定評価を行っております。当社の賞与の算定の基礎となる指標は連結営業利益額であり、2019年３月期（日本基準）の実績は580億円で

　　す。

（４）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　当社は、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名について、社外役員が過半数を占める経営諮問会議での議論・審議を経て取締役
会で選解任を決議しております。

　経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名の方針につきましては、分野をカバーできるバランスを考慮しつつ、的確かつ迅速な意思決定が行え
るよう、適材適所の観点より総合的に検討しております。

　監査役候補の指名の方針につきましては、財務・会計に関する知見、当社事業全般に関する理解、企業経営に関する多様な視点を有している
かの観点より総合的に検討しております。

　社外取締役候補・社外監査役候補の指名の方針につきましては、会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加
え、豊富な経験、幅広い見識を有しているかの観点より総合的に検討しております。

（５）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　取締役・監査役候補の指名につきましては、「定時株主総会招集ご通知」（https://www.toyota-boshoku.com/jp/ir/meeting/index.html）に、社外
役員を含めた全員について個々の選任理由と略歴等を記載しております。

　当社は、求められる能力・資質・価値観に疑義が認められるなど取締役あるいは監査役が、各選定基準を満たさなくなった場合には、解任すべ
き理由を明らかにした上で、経営諮問会議での議論・審議を経て取締役会で審議を行い「正当な理由」と判断したときは、法令に従い、株主総会に
解任議案を上程し、その決議をもって解任します。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（１）】

補充原則４－１（１）

　当社は、取締役会に上程すべき項目は取締役会規則で規定し、それ以外の項目は決裁規定で社長・本部長・領域長・センター長などへ権限委
譲しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い
見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則４－１１（１）

　当社は、本部長・領域長・センター長に業務執行の多くを委ねる一方、取締役会は、会社の各分野をカバーできるバランスを確保しつつ、経営判
断に優れた社内取締役と経営の監督の客観性を確保するための観点から選任した独立社外取締役４名により構成しており、意思決定の迅速化
を踏まえ必要人員に絞った体制にしております。

補充原則４－１１（２）

　社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役が他社の役員を兼任している場合は、取締役会でその内容を確認し、当社の業務に支障が
ないことを確認しております。

　また、事業報告において、各取締役・監査役の主要な兼任状況を毎年開示しております。

補充原則４－１１（３）

　当社は、取締役会の実効性について、以下のとおり分析・評価を実施しております。

１．方法

　・運営状況や過去に指摘された課題への対応状況を分析し、１月度の取締役会へ報告

　・取締役会事務局の担当副本部長が、社外を含む取締役・監査役全員に対し、２月にヒアリングを実施

　・評価結果と課題に対する方向性を取りまとめ、３月度の取締役会へ報告し、議論を実施

２．ヒアリング項目

　・取締役会の構成について

　・取締役会の議題と議論の状況について

　・取締役会の議論に際して提供される情報について

　・社外役員へのサポートについて

　・経営諮問会議へのご意見、ご要望

３．2018年度評価結果の概要

　・取締役会のスリム化や社外役員の割合増加、資料の事前配信と社外役員への事前説明の充実、また議題の執行側への権限

　　委譲を進め適切な議題に絞り込むなど、改善を続けてきた結果、取締役会において、経営上の重要な意思決定と業務執行の監督を行うた

　　めの実効性は確保されているとの評価を受けました。

　・経営諮問会議については、2018年７月に設置以降、役員指名や報酬に関する議論は実施したが、経営課題に関する議論をどのように行う

　　か、議題や時期を含め、今後継続的に検討を実施すべきとの評価を受けました。

　・一方、社外役員へのサポートについての改善要望がこれまで以上に出されました。

　・当社は、さらなる取締役会の実効性確保に向け、次の課題の改善に取り組んでまいります。



４．主な課題と改善策

　・メンバーのさらなる多様性確保に向けて取り組みを継続するが、当社の実態にあった対応として、女性メンバー確保に向けた社内人材の育

　　成や、外国人メンバー確保に向けた、社内の英語化環境の整備を推進いたします。

　・個別事業運営の決定だけでなく、戦略議論を充実すべく、取締役会や経営諮問会議で議論する戦略的テーマの洗い出しと年間計画化を進

　　めてまいります。

　・重要な意思決定における判断材料として、リスク評価に関する情報提供や、執行状況の報告をさらに充実してまいります。

　・当社のより深い理解につなげるために、社外役員の国内外の施設視察を計画的に実施いたします。

【原則４－１４　取締役・監査役のトレーニング】

補充原則４－１４（２）

　新任の社外取締役・社外監査役には、就任に先立って会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を、社内取締役・常勤監査役等より説明し
ております。

　新任の取締役には、必要に応じ新任役員研修を実施し、必要な法的知識及び取締役の役割や責務を説明しております。加えて、財務・会計など
の知識の習得についても進めてまいります。

　常勤監査役は、新任時のみならず継続的に外部のセミナーや勉強会等に参加し、必要な知識の習得や更新等を行っております。

　加えて、全役員を対象に、毎年外部講師を招き、その時々の情勢に適した内容で役員研修会や役員法務セミナーを実施し、必要な知識の習得
や更新等を行っております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、株主の皆様との建設的な対話を促進し、当社の経営方針や経営状況
を分りやすく説明し、株主の皆様の理解が得られるよう努めております。

（１）経営企画改革本部の本部長を株主の皆様との対話を統括する担当として指定しております。

（２）株主の皆様との対話を促進するため、社内の関連部門は、開示資料の作成・審査や必要な情報の共有など、積極的に連携を取りながら、公

　正、適正に情報開示を行っております。

（３）当社はアナリスト・機関投資家の皆様に対して四半期毎の決算説明会、国内の証券会社カンファレンスを活用した海外投資家向けの会社説
明会を実施しております。また、株主の皆様を対象とした工場見学会を開催しております。更に、事業報告書・トヨタ紡織レポートの発行などによ
り、情報開示の充実に努めております。

（４）株主の皆様との対話において把握された意見につきましては、経営陣や関係各部にフィードバックし情報を共有しております。

（５）決算発表前の期間はサイレント期間とし、投資家の皆様との対話を制限しております。社内では、インサイダー情報が発生する際には、イン

　サイダー情報の登録管理台帳に関係者が署名し、情報管理の徹底をはかっております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

トヨタ自動車株式会社 73,653,995 39.43

東和不動産株式会社 18,346,209 9.82

株式会社デンソー 10,192,100 5.46

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 9,104,200 4.87

株式会社豊田自動織機 7,756,062 4.15

日本発条株式会社 7,220,500 3.86

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4,600,900 2.46

豊田通商株式会社 4,567,100 2.44

トヨタ紡織従業員持株会 2,822,045 1.51

GOVERNMENT OF NORWAY 1,571,020 0.84

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部



決算期 3 月

業種 輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小笠原　剛 他の会社の出身者 △

小山　明宏 学者

佐々木　一衛 他の会社の出身者 ○

伊奈　博之 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小笠原　剛 ○
同氏は当社の取引先である株式会社三
菱UFJ銀行の常任顧問であります。

長年にわたり経営者としての経験を有してお
り、これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の
経営に反映するため。また、独立役員の要件を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないと判断したため。

小山　明宏 ○ ―――

専門分野に関する幅広い経験、見識を有して
おり、職務を適切に遂行できると判断したた
め。また、独立役員の要件を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないと判
断したため。



佐々木　一衛 ○
同氏は当社製品の販売先である株式会
社豊田自動織機の取締役であります。

長年にわたり経営者としての経験を有してお
り、これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の
経営に反映するため。また、独立役員の要件を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないと判断したため。

伊奈　博之 ○
同氏は当社製品の販売先である株式会
社デンソーの経営役員であります。

専門分野に関する幅広い経験、見識を有して
おり、職務を適切に遂行できると判断したた
め。また、独立役員の要件を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないと判
断したため。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

経営諮問会議 6 0 2 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

経営諮問会議 6 0 2 4 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名について、社外役員が過半数を占める経営諮問会議での議論・審議を経て取締役会
で選解任を決議しております。役員の報酬等については、社外役員が過半数を占める経営諮問会議で審議し、その結果を踏まえて取締役会に提
案し、決議しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 7 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には

監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互連携を図っております。

監査役は、内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について意見交換をするなど相互連携を図ってお

ります。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

横山　裕行 他の会社の出身者 ○

藍田　正和 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者



b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

横山　裕行 ○
同氏は当社製品の販売先であるダイハツ
工業株式会社のエグゼクティブ・アドバイ
ザーであります。

長年にわたり経営者としての経験を有してお
り、これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の
経営に反映するため。また、独立役員の要件を
満たしており、一般株主と利益相反の生じるお
それがないと判断したため。

藍田　正和 ○ ―――

専門分野に関する幅広い経験、見識を有して
おり、職務を適切に遂行できると判断したた
め。また、独立役員の要件を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないと判
断したため。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　2010年度までストックオプションを付与しておりましたが、2011年以降は新規付与をしておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書、事業報告にて、取締役報酬の総額を開示しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則3-1　情報開示の充実】(3)　経営陣幹部・取締役報酬を決定するにあたっての方針
と手続きに記載のとおりです。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社は、社外取締役・社外監査役に対して、取締役会資料の事前送付や取締役会上程議案の重要事項につき事前説明を実施しております。ま
た、監査役室内に、監査役スタッフを若干名配置し、監査役の業務をサポートする体制としています。監査役スタッフは、常勤監査役の日常監査活
動をサポートするとともに、監査役会の運営等を通して、社外監査役の監査活動をサポートしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、経営上の意思決定機関として、法定事項及び会社方針、事業計画、設備投資計画など経営の重要事
項を決議するとともに、業務執行の監督を行っています。議長は取締役会長があたっております。

さらに、会社経営等における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を４名選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外
取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しています。

また、経営課題、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名、ならびに経営陣幹部・取締役の報酬などに関して、率直な意見交換を行う場
として、会社法上の機関とは別に「経営諮問会議」を設置しております。メンバーは 社外取締役 小笠原剛、小山 明宏、佐々木一衛、伊奈博之、取

締役会長 豊田周平、取締役社長 沼毅であり、議長は取締役会長があたっております。

　業務執行体制として、当社は、４つの分野（コーポレート分野、製品事業分野、地域事業分野、機能連携推進分野）による簡素な組織としており
ます。それぞれに専任の組織長として配置し、役員の役割・責任・権限の明確化を図るとともに、意思決定プロセスの簡素化を図り、迅速な経営判
断に努めています。その執行状況の把握と経営の重要事項の情報共有、意思決定を行うために、経営企画会議を毎月２回、全社横断の経営戦
略及び製品事業や地域の戦略を審議し方向付けを行うために、経営戦略会議を適宜開催し、取締役会に諮る前に十分審議を尽くすとともに、経
営課題への迅速な対応を図っています。さらに、社内取締役、常勤監査役、および各分野の組織長の情報共有の場である経営会議や、各種委員
会・各種会議体を設け、個別事項の審議の充実を図るとともに取締役会で決定した方針に基づく業務執行状況を定期的に監督・フォローするよう
努めています。

　当社は監査役制度を採用し、社外監査役２名を含み、４名体制で取締役の経営を監査しています。監査役は、主要会議に出席するとともに、各
部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の業務や財務状況を監査しており、監査役室に専任スタッフを置くなど監査役
の機能の強化を図っています。さらに、法律上の機能である監査役に加え、内部監査専門部署（監査改良室）を設置し、業務の適法性や業務手続
の妥当性について監査役と連携した監査活動を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制
としています。

　当社の会計監査は、PwCあらた有限責任監査法人の公認会計士　氏原 亜由美、手塚 謙二、その他公認会計士8名、公認会計士試験合格者等

2名、その他6名で構成する補助者によって、業務が執行されています。

　当社は、取締役 小笠原剛、小山 明宏、佐々木一衛、伊奈博之、監査役 横山裕行、藍田正和、の６氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定

する契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める額としています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　上記のとおり、経営監督体制が十分に整い、機能しているとの認識から、当社は現状の体制を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 集中日および準集中日を回避して開催しています。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してい
ます。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページにおいて、招集通知（要約）の英文を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社主催の説明会を実施しています。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとにアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催しています。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社主催の説明会を実施しています。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにおいて決算短信、決算説明会資料、決算説明会動画、有
価証券報告書、トヨタ紡織レポート（年次報告書）などを掲載しています。

当社ホームページＵＲＬ：https://www.toyota-boshoku.com/jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 渉外広報部にIRを担当する専任部署を設置しています。

その他
アナリスト・機関投資家との個別取材、工場・施設見学会などを実施していま
す。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、社会から寄せられる期待や信頼に応え、責任ある行動を貫いていくために、「基本
理念」「TB Way」「トヨタ紡織グループ行動指針」に基づいた活動を展開しています。

当社の「基本理念」は次のとおりです。

1.社会　 ・よき企業市民として社会との調和ある成長を目指す。

　　　　 　 　（1)企業倫理の徹底をはかり、公正で透明な企業活動の推進。

　　　　　 　 （2)クリーンで安全な商品を提供することを使命とし、地球環境保護を重視した

　　　　　　　　企業活動の推進。

　　　　 　 　（3)地域社会の一員としての役割を自覚し、よい社会づくりに貢献。

2.お客様 ・革新的な技術開発、製品開発に努め、お客様に喜ばれる、よい商品を提供す

る。

3.株主 　 ・将来の発展に向けた革新的経営を進め、株主の信頼に応える。

4.社員 　 ・労使相互信頼を基本に、社員の個性を尊重し、安全で働きやすい職場環境を

　　　　　　　つくる。

5.取引先 ・開かれた取引関係を基本に、互いに研鑚に努め、共に長期安定的な成長を目

　　　　　　　指す。

また、「TB Way」は、当社のホームページに掲載しています。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、「基本理念」「TB Way」「トヨタ紡織グループ行動指針」に基づき、コンプライアン

ス、リスク管理、社会貢献に取り組むとともに、説明責任、透明性、倫理的な行動、ステー
クホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重などを
CSR活動の基本とし、企業活動のあらゆる局面でCSRの充実を図っています。

また、環境問題の対応については、2004年に「地球環境憲章」、2011年「生物多様性基本
方針」を制定し、継続的に環境保全活動を推進しています。また、2016年5月に、グローバ
ルでの中長期の目標と取り組みについて、「2050年環境ビジョン」と「2020年環境取り組み
プラン」を策定し、持続可能な社会の実現に向けて活動を展開しています。これらの活動に
ついては、「トヨタ紡織レポート」を作成し、公開しています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、CSR委員会（現CSR推進会議）が企業と社員の行動の手引きとして制定した「トヨ
タ紡織グループ行動指針」に、「株主、投資家、取引先、地域社会などが必要とする情報を
適時・適切に開示し、社会から信頼される広報活動に努める」ことを掲げています。これに
基づき、情報開示委員会にて企業情報を厳格に管理するとともに、正確・タイムリーかつ公
正に開示しています。

その他

ダイバーシティ・マネジメント推進を重要な経営戦略の一つとして位置付けています。その
中で、女性社員の計画的な採用・育成を進め、女性管理職数を2020年までに2014年10月
時点の２倍以上、2030年には５倍以上とする目標を設定しています。目標達成に向け、各
諸施策を積極的に推進していきます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【基本認識】

　当社は、グループの健全な企業風土を醸成するため、社是（豊田綱領）を経営の精神とし、「基本理念」「ＴＢ Ｗａｙ」「社員の行動指針」を策定して

いる。業務の執行に際しては、現地現物による問題の発見と改善の仕組みを業務プロセスに組み込むとともに、それを実践する人材育成に取り
組んでいる。以上の認識を基に、以下の会社法所定事項に関する当社の基本方針を次の通りとしております。

＜内部統制システムの整備に関する基本方針＞

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）取締役に対し、法知識の習得を目的とした新任役員研修等を実施し、社会規範・企業倫理に則った行動を徹底する。

　（２）取締役の業務執行にあたっては、取締役会及び組織を横断した機能会議等各会議体で、検討したうえで意思決定を行う。これらの会議体

　　への付議事項は社内規程に基づき、適切に付議する。

　（３）企業倫理、コンプライアンスに関する重要事項とその対応については、全社的な委員会等で適切に審議する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役の職務の執行に係る文書その他の情報は、法令並びに社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　（１）事業運営、業務の執行にあたっては、予算制度やりんぎ制度に基づき所定の手続きを経たうえで適切に実施するとともに、重要な案件につ

　　いては、決裁規定に基づき、各種会議体で十分に審議のうえ決定する。

　（２）適正な財務報告の確保に取組むとともに、適時適正な情報開示を行う。

　（３）環境、安全、品質、災害等のリスクへの対応は、各担当部署において規程の制定、啓蒙、教育を実施し管理する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　（１）取締役は、中期経営計画及び年度グローバル方針に基づき、各組織でそれを具体化させ、一貫した方針管理を行う。

　（２）取締役は、業務の執行権限を本部長、領域長、センター長に与え効率的な業務運営と指揮・監督を行う。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）取締役は使用人に対し、「トヨタ紡織グループ行動指針」を周知させるとともに、必要に応じ法令遵守に関する社内外の教育を実施する。

　（２）法令遵守に関する管理の仕組みを継続的に改善するとともに、その実効性を業務監査、自主点検により確認する。

　（３）コンプライアンスに関する問題及び疑問点に関しては、通報者保護を確保した企業倫理相談窓口等を通じてその早期把握及び解決を図

　　る。

６．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　（１）グループとして共有すべき経営上の信念、価値観、行動理念、考え方を子会社に展開・浸透させ、グループの適正な業務の執行環境を醸

　　成する。

　（２）定期的にグループの会議等を開催し、意見交換や情報交換により連携を高めるとともに子会社において重要な事案等が発生した際に関係

　　役員並びに関係部署へ直ちに報告する体制を整え、グループ内の業務の適正と、適法性を確認する。

　（３）子会社の重要案件は、関係会社管理規定に従い、当社が事前承認を行う。また、子会社は当社が定める管理項目について定期的に報告

　　する。

　（４）子会社は当社の中期経営計画及び年度グローバル方針に基づき、年度事業体方針を定め、事業運営にあたるとともに、当社が定期的に

　　点検し、助言・指導を行う。

　（５）子会社に「トヨタ紡織グループ行動指針」を周知するとともに、全社的な委員会等で定期的に法令遵守に関する問題点の把握、点検に努め

　　る。また、当社の企業倫理相談窓口等は子会社の取締役及び使用人からの通報も受け付けており、コンプライアンスに関する問題の早期把

　　握と解決に努める。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　　監査役の職務の執行を補助する専任組織として監査役室を設置する。

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　監査役室員の人事については、監査役と事前協議し、その独立性を確保する。

９．監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　監査役室員の選任にあたっては、監査役の職務を補助するために必要な能力・経験・知識を有する者を確保する。

１０．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　（１）取締役及び使用人は、主な業務の執行状況について、定期的又は随時に、また会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した

　　ときには、直ちに監査役へ報告する。

　（２）子会社の取締役及び使用人は、子会社における主な業務の執行状況について、定期的又は随時に、また子会社に著しい損害を及ぼすお

　　それのある事実を発見したときには、直ちに直接又は当社の取締役又は使用人を通じて監査役へ報告する。

１１．監査役へ前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　　　前号の報告をした者が報告したことを理由として、不利な取扱いを受けない。

１２．監査役の職務について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項

　　　監査役が適正な職務を遂行するための費用について適切に予算を確保し、予算確保時に想定していなかった必要費用についても負担

　　　する。

１３．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制



　（１）主要な役員会議体への出席、重要書類の閲覧等監査役の効率的な監査活動の機会を確保する。

　（２）監査役が、代表取締役、会計監査人、内部監査部門と定期的に意見交換できる体制を確保する。

＜業務の適正を確保するための運用状況の概要＞

①取締役及び使用人の職務執行の適正に係る取組み状況

・役職員全員が遵守すべきコンプライアンス方針として、「トヨタ紡織グループ行動指針」を定め、冊子等を配布するなどグループ内で周知していま
す。取締役を含む役員向けに新任役員法務研修や重要な法令リスクをテーマとした研修を定期的に開催し、取締役ならびに役員は法令に関する
理解に努めています。また、使用人には階層別、個別法令別の教育を実施しています。さらに、ＣＳＲ活動のなかで、法令リスクを自主点検する活
動もすすめています。

・重要な方針、案件については、社内の会議体にて十分な検討を行った後、定款及び取締役会規則の定めに従い、取締役会にて審議、決定して
います。取締役会は毎月に加え、適宜臨時に開催しています。

・取締役会議事録をはじめ、経営に関する重要な文書は、取締役会規則及び文書管理規定に従い、適正な保存、管理を行っています。

・内部通報の窓口を社内、社外に設置するとともに、通報したことを理由として通報者に対して不利な取扱いを行わないよう規定に明示し、役職員
へ周知しています。また、子会社へも当社の内部通報窓口を開放しておりますが、子会社においても内部通報窓口の設置をすすめています。な
お、通報の内容、対応等に関する運用状況をレビューし、関係役員へ報告しています。

②損失の危険の管理に関する取組みの状況

・事業運営にあたり、利益計画について役員を含めて十分な議論を実施し、所定の手続きを経たうえで事業計画を策定するとともに、役員会議等
の各種会議体への付議も含め、決裁規定に定めた所定の手続きを遵守しています。

・情報開示に関する基準を定め、情報開示の要否等について判定し、適時適正な情報開示を実施しています。

・環境、安全、品質、災害等、個別の課題について、必要な規定を定め、委員会活動を通じて、事業に係る損失の危険の管理をすすめています。
法令の改定や事業運営上不都合が検出された際には、適宜、その内容を見直し、会議体等を通じて関係者へ周知しています。また、危機、災害
が発生した場合には、全役員及び関係者へ一斉に通知する仕組みを導入し運用しており、全社で取り組む体制を整備しています。

③取締役の職務執行の効率性に係る取組みの状況

・事業運営を効率的に実施するため、中期経営実行計画のもと、年度グローバル方針を定め、これらに基づき、各地域、事業、部署、子会社単位
での業務執行のための具体的な方針を作成・展開し、役員が中心となって定期的にその進捗状況、課題等の点検活動をすすめ、グループ全体で
業務の効率化を達成するよう努めています。

・取締役は本部長、領域長、センター長に業務の執行権限を与え、その執行状況について随時、報告を受けるとともに、各種会議体へ出席し、業
務運営の指揮・監督を行い、適正で効率的な業務運営に努めています。

④企業集団における業務の適正に係る取組みの状況

・グループの各々の事業、業務運営について、グループの会議等における意見交換や情報交換を実施するとともに、子会社の重要な事案等の当
社関係部署等への報告体制を構築することにより、グループ内の業務の適正を確保しています。

・グループ一体となった事業運営をすすめるため、関係会社管理規定を定め、子会社の重要案件について各域を統括する会社及び当社の事前
承認、報告等、所定の手続きを遵守する仕組みを整え、運用しています。また、当社は、財務状況、販売状況、生産指標等の重要な管理項目につ
いて子会社より定期的に報告を受け、子会社の業務運営状況を点検し、必要に応じ助言、指導を行っています。

⑤監査役監査の実効性の確保

・監査役は、当社及び子会社の役職員より監査に必要な情報について定期的又は随時に報告を受けるとともに、重要な会議へ出席し、また、重要
書類を随時確認しています。さらに、役員及び主要な部署との意見交換を定期的もしくは随時に実施し、会計監査人及び内部監査部門と定期的
な情報交換を行い連携しています。

・監査役の職務を補助するため、執行部門から独立した監査役室を設置し、必要な能力を備えた人員を配置しています。また、監査役の職務遂行
に必要と見込まれる費用について、予算を計上し確保しています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方＞

　市民社会へ脅威を与える反社会的勢力による不当要求、犯罪行為に対して、組織をあげて毅然とした態度で臨みます。

＜反社会的勢力排除に向けた整備状況＞

１．対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況

　統括部署および各拠点に不当要求防止責任者を設け、速やかに情報展開を図ることにより、組織として対応いたします。

２．外部の専門機関との連携状況

　当局が主催する連絡会等に加入している他、平素より警察本部、所轄署とも連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を仰いでいま

す。

３．反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　有識者や当局と連携し反社会的勢力に関する情報を統括部署が収集および管理し、社内展開に活用しています。

４．研修活動の実施状況

　社内研修の実施および社外研修への参加により反社会的勢力による被害未然防止に努めます。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜会社情報の適時開示に係る社内体制＞

　当社は、適切な適時開示を行うため、渉外広報部、経理部、法務部、経営企画部等で組織する情報開示委員会において、金融商品取引法およ
び金融商品取引所の定める適時開示規則をはじめとする関係法令、規則、ガイドライン等に基づき、会社情報の重要性および適時開示の必要性
を審議し、取締役の承認において決定しています。

　また、「会社情報開示管理規定」および「内部者取引管理規定」を定め、決定または発生した会社情報についての適時開示と、当社および当社
の関係会社等に関する内部情報の管理体制および手続きを定めております。

当社は、決定事実については取締役会などの会社決議後、発生事実については発生後、速やかに適時開示を行い、株主やステークホルダーの
皆様に対し説明責任を果たしています。

　参考資料「模式図」：巻末「添付資料」をご覧ください。




